
令和７年度履行状況調査実施フロー図

厚生労働科学研究費補助金等の配分を受ける研究機関から提出された

「体制整備等自己評価チェックリスト」を厚生労働省が確認

調
査
対
象
機
関
の
選
定

今後、対象とした７機関について、履行状況調査を実施。

書面調査（必要に応じてオンライン又は訪問による聴き取り調査）を実施し、
ガイドラインの実施状況の確認を行う。

３．令和６年度履行状況調査の

結果フォローアップ調査の対象

となった研究機関（令和６年度内に実
施状況の改善が確認できなかった機関）

対象なし

２．厚生労働省が所管する

施設等機関、国立研究開発法

人等※

※国立健康危機管理研究機構を含む。

１．未実施項目があると報告した

研究機関

３機関が該当
調査対象の全10機関から

４機関を選定
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